
指定後の各種手続について（変更、休廃止、更新、手数料） 

 

 

 

 

 

 

(1)変更届出書の提出 

変更届の提出は、変更があった日から 10日以内に届出が必要です。「変更届出書」に必要書類を添付

して届け出てください。 

※ 届出が必要な項目、必要な書類、届出方法は、広域福祉課のホームページで確認してください。 

※ 届出方法が「来庁」となっている場合は、事前に電話にて予約の上、届出をお願いします。 

※ 指定の有効期間内において、急な離職等やむを得ない事情で研修未修了者を後任に充てる場合は、事

前に広域福祉課に相談してください。 

研修未修了者の配置は、事業運営や人事管理に問題があり、事業所の指定取消事由に該当します。事

業者は従業者に研修を受講させ、従業者の資質の向上や必要な人材を育成しておくべきです。 

 

さ サービス名 対象者 

認知症介護
実践者研修 

※ 1 

認知症介護
実践リーダ
ー研修 ※ 2 

認知症対応型
サービス事業
管理者研修  

※ 3 

小規模多機能
型等計画作成
担当者研修 

※ 3 

認知症介護
サービス等
開設者研修 

認知症対応型
共同生活介護 

管理者 ●  ●   

短期利用共同生活
介護算定要件にお
ける「十分な知識
を有する介護従事
者」 

● ●    

計画作成担当者 ●     

法人代表者     ● 

小規模多機能 
型居宅介護 

管理者 ●  ●   

計画作成担当者 ●   ●  

法人代表者     ● 

認知症対応型 
通所介護 

管理者 ●  ●   

看護小規模 
多機能型 
居宅介護※4 

管理者 ●  ●   

計画作成担当者 ●   ●  

法人代表者     ● 

※ 1 旧痴呆介護実務者研修（基礎課程）を修了した者は認知症介護実践者研修を受講する必要はありません。  

※ 2 旧痴呆介護実務者研修（専門課程）を修了した者は認知症介護実践リーダー研修を受講する必要はありません。 

※ 3 事前に認知症介護実践者研修の受講が必要です。 

※ 4 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は管理者に、保健師又は看護師が就任する場合は、研修修了

者である必要はありません。 

南泉州地域（泉佐野市以南）では、指定地域密着型サービス事業者等の指定・指導について平成29

年度より泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町を所管する広域福祉課が担当となりまし

た。 

広域福祉課では、指定地域密着型サービス事業者の指定、変更、更新、廃止、休止、再開等の届出

の受理、指導等を行っており、各市町の介護保険担当課では、介護認定、介護保険料、介護保険給付

等の事務を行っておりますので、各種お届け先に間違いがないかご確認の上ご提出下さい。 
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(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)の提出 

指定時に届け出た「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)」の内容を変更する場合は、届

出が必要です。またサービスごとに、介護給付費算定に係る体制等の届出を受理した日で、算定開始時

期が異なります。 

ア  毎月１５日までに届出受理した場合は「翌月から」 、１６日以降に受理した場合は「翌々月から」 

算定開始となるサービス  

『定期巡回・随時対応型訪問介護看護（緊急時訪問看護加算以外）』 『夜間対応型訪問介護』  

『地域密着型通所介護』 『認知症対応型通所介護（介護予防を含む）』  

『小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む）』  

『看護小規模多機能型居宅介護 (緊急時訪問看護加算以外)』 

 

イ  緊急時訪問看護加算の請求（加算等）については、以下の二つのサービスが、届出を受理した日 

から算定開始  

『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』 『看護小規模多機能型居宅介護』  

 

ウ  各月末までに届出受理した場合、 「翌月（月の初日の場合は当該月）から」算定開始  

『認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む）』 『地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護』 

『地域密着型特定施設入居者生活介護』 

 

※ 必要な書類は、広域福祉課のホームページで確認してください。事前に電話にて予約し、「来庁」の

上、届出をお願いします。 

※ 他市町村の利用者がいる場合は、区域外の指定を受けている市町村（指定権者）ごとに、加算等の届

出をする必要があります。 加算等の届出を行わないと、他市町村の利用者については、加算の算定が

できなくなります。届出に関することは、広域福祉課や区域外の指定を受けている市町村（指定権者）

にお問い合わせください。 

  ※ 介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算については、上記届出とは別に、算定を受けようとす

る月の前々月（４月から算定するならば２月）の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、「介護職

員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」（令和２年度分より様式統合）を所管する指定権

者に提出してください。また、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月（３月ま

で加算を算定したならば７月）の末日までに、「介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改

善実績報告書」を所管する指定権者に提出するとともに、２年間保存してください。事業年度中に事

業を廃止した場合も提出が必要です。なお、提出がないと加算の要件を満たさず、介護報酬返還の対

象となることがあります。 

 

(3)廃止(休止･再開)届出書の提出 

指定以降に廃止、休止、再開をする場合は、「来庁」の上、「廃止(休止･再開)届出書」の提出が必要で

す。休止、廃止の場合は、利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ、他の

事業所等への引継ぎ等の対応を行なってください。 

  ※ 必要な書類は、広域福祉課のホームページで確認してください。事前に電話にて予約し、「来庁」の

上、届出をお願いします。 

    休止の場合 

届出日・・・休止予定日の 1か月前（休止期間は最大６か月） 

40



 再開の場合 

    届出日・・・再開後10日以内（事前にご連絡ください） 

   廃止の場合 

    届出日・・・廃止予定日の 1か月前  

  

(4)指定の更新申請書の提出 

指定事業者として事業を実施するためには、６年ごとに指定の更新が必要です。指定の更新を受けなけれ

ば、指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなります。更新手続が必要な事業所については、直接、郵

送等で更新申請日時や必要書類の案内をしています。 

※ 提出については、「郵送」となっています。 

※ 郵便事故等にも備え、「有効期間満了日」は事業者でも把握し、手続きを忘れないようにお願いし 

ます。なお、複数の市町村で指定があり、市町村ごとに有効期間満了日が違う場合もありますので、 

ご注意ください。 

※ 事業者（法人にあってはその役員、開設する各事業所の管理者も）が指定の更新の欠格事由に該当す

るときは、指定の更新が受けられません。 

※ 事業者が法人で、同一法人グループに属し密接な関係を有する別の法人が指定の取消処分を受けた場

合には、指定の更新が受けられないことがあります。 

※ 休止中の事業所については指定の更新が受けられません。更新申請までに再開届を提出し事業を再開

するか、廃止届を提出する必要があります。 

 

(5)指定・更新に係る手数料 

新規指定申請（事業開始時） 

地域密着型 

サービス 

 

  
1件につき

30,000円 

・同じ種類の地域密着型サービスと地域密着型介護

予防サービスを同時申請する場合35,000円（注2） 

共生型地域密着型 

  サービス（注１） 

1件につき

10,000円 

地域密着型 

介護予防サービス 
  

1件につき

30,000円 

指定更新申請（6年毎） 

地域密着型 

サービス 

  
1件につき

10,000円 

・同じ種類の地域密着型サービスと地域密着型介護

予防サービスを同時申請する場合10,000円（注2） 

共生型地域密着型 

サービス 

1件につき

10,000円 

地域密着型 

介護予防サービス  

1件につき

10,000円 

(注 1)共生型地域密着型サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から、地域密着型通所介

護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。 

(注 2)同一の事業所において、同じ種類の地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスを同時に申請す

る場合に限ります。 
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地域密着型サービスの区域外指定の同意等に関する取扱いについて 

 

地域密着型サービス事業所の区域外指定について 

 地域密着型サービスでは、市町村長は、原則として区域内事業所に対して指定を行うこと

になっていますが、市町村の区域外に所在する地域密着型サービス事業所（以下「区域外事

業所」という。）についても、当該事業所の所在する区域の保険者（以下「所在地保険者」とい

う。）の同意があれば、指定することができます。 

 当該同意に係る要件、手続等については、介護保険法では詳細な規定がありませんので、

区域外事業所の指定（以下「区域外指定」という。）に係る同意依頼を行ったり、他市町村か

ら同意依頼に対して同意を行う（以下「同意等」という。）場合には、関係する保険者は、地域

密着型サービスの趣旨を踏まえつつ、それぞれの地域性も加味してその可否を判断すること

になります。 

区域外事業所の指定を行う際の考え方 

▼ 他市町村長の同意があれば、市町村長は、区域外事業所についても指定を行うことが

できる。 

（介護保険法第 78条の 2第 4項第 4号、第 115条の 11第 2項第 4号の反対解釈） 

▼ 他市町村長から区域外指定の同意依頼を受けた場合、同意するかどうかの判断は、市

町村長の裁量により行うことになる。 

 

区域外指定に係る同意を求める基準（同意依頼基準） 

基本的な考え方 

 市町村が行う区域外指定に関する業務においては、自市町村が行う区域外指定について

他市町村に同意を求める場合（同意依頼）と、他市町村が行う区域外指定に対して同意する

場合（同意）という 2つの場面があります。 

 地域密着型サービスでは、区域内事業所を利用することが原則であり、区域外利用は、例

外的に、所在地保険者が他市町村の区域外指定に同意した場合に限られます。 

 区域外指定の同意等に係る手続きは、利用希望者や事業所等からの相談がきっかけで開

始されます。 

同意依頼基準 

下記に示す同意基準は、あくまで参考です。同意依頼を行ったり、同意依頼に対し同意   

するかは、市町村長の裁量により行うことになります。 

① 家族、同居者による虐待等、やむを得ない理由により区域外利用を希望する場合。 

② 居住地保険者の区域内において、希望する地域密着型サービスを提供する事業所が

ない場合、若しくは、当該サービスを提供する事業所の利用定員に空きがない場合。 

⇒ 利用希望者が、地元に利用可能な事業所がない場合に、区域外利用を求めることは

一定理解ができるが、その一方で、各保険者は、自己の被保険者の地域密着型サービ

スの需要量を適切に見込み、それに応じたサービス基盤の整備、事業計画の策定を行

うものであることを考えると、こうした理由のみにより、安易に同意依頼を行うのは、必ず

しも適切ではないと考えられる。 
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③ 交通事情等により、利用希望者が区域内事業所を利用することが著しく不便であり、一

方で利用至便な区域外利用所がある場合。 

⇒ 事業所への移動の利便性のみが判断基準となっており、画一的に運用すると地域密

着型サービスの趣旨を損なう恐れもあるため、利用希望者の心身の状況（区域内事業

所に通うための遠距離移動に耐え得るか・・・）等もあわせて判断する必要がある。 

④ 統廃合に伴う他事業所への転所や業態転換後の事業所の継続利用等、やむを得ない

理由により区域外利用を希望する場合。 

⇒ 事業所の廃止等があった場合でも、同一市町村内に利用可能な他の地域密着型サー

ビス事業所がある場合や他の代替サービスによる対応が可能な場合も考えられるので、

それらと“なじみ”の関係の継続等を比較衡量する等、“なぜ当該区域外事業所でないと

いけないのか？”について十分に確認しておく必要がある。 

⑤ 家族、親族等が居住している他の市町村に所在する区域外事業所の利用を希望する

場合。 

⇒ 他市町村に身内が居住しているという事実のみをもって、機械的に同意依頼をするこ

とは適当ではない。利用希望者と当該身内の親族関係や利用希望者の心身の状態等

から身内によるサポートの必要度合を判断する等の様々な配慮は必要である。 

同意の流れ 

 ≪所在地市町村の住民以外が利用する場合の手続きの例≫ 

他市町村所在の事業所を利用する場合は、住民票を異動しないものとする。 

 

①Ｂ市の住民と事業者の間で利用（入所）の相談を行う。 

②相談があった時点で事業者より状況をＡ市及びＢ市に連絡（電話等）する。 

③事業者若しくは利用希望者から区域外利用を希望する旨の書類をＢ市長宛、提出する。 

④Ｂ市長からＡ市長宛、指定同意の依頼を行う。 

⑤指定同意書を送付する。 

⑥事業者に対し、Ｂ市より指定申請の連絡をする。 

⑦指定申請を行う。指定の申請は、事前協議から始まり（新規申請）、その後、新規申請書

類を提出する。 

 

 
A 市 

A市の住民 事業者 

 
B 市 

B市の住民 

④ 

⑤ 

② 

② 

⑥ 

⑦ 

① 

③ 

③ 
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居住系事業所への住民票異動によるサービスの利用について 

 地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた身近な地域において介護サービスを受けな

がら生活ができるように・・・との配慮から平成 18 年 4 月に創設されたサービスですが、制度

発足以来、他市町村被保険者が居住系サービス事業所（グループホーム等）に直接住民票

を異動させて、当該サービスを利用することについての問題が指摘されています。 

 

地域密着型通所介護における留意事項 

地域密着型通所介護事業所における区域外指定の同意に関する取扱いについても、基

本的に上記の区域外指定に係る同意を求める基準と同様です。 

 

≪参考≫ 

 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議（平成 27年 12月 22日開催）資料に 

ついてのＱ＆Ａ【vol.１】より抜粋 

 

問 15 介護予防通所介護と一体的に運営されている通所介護事業所が地域密着型通所

介護事業所に移行した場合、事業所の所在地の市町村以外の介護予防通所介護

の利用者が、平成 28年 4月以降に要支援から要介護に変わった場合も、地域密

着型通所介護のみなし指定の対象となるのか。 

（答） みなし指定の対象は「通所介護」であることから、事業所の所在地の市町村以

外の「介護予防通所介護」の利用者についてはみなし指定の対象にはならず、

当該市町村が別途指定を行わなければ当該事業所の地域密着型通所介護の提供

を受けることはできません。 

 

問 17 平成 28 年 3 月 31 日に、Ａ市に所在する通所介護事業所をＢ市の被保険者が利

用していたことにより、Ｂ市の指定を受けた（当該被保険者に限り効力が及ぶ）

とみなされている事業所が、施行後にＢ市の別の新たな被保険者が利用するた

め、平成 28年 4月 1日以降にＢ市に対して指定申請をした上で指定を受けた場

合、当該事業所のＢ市からの指定の有効期間は如何。 

（答） 指定の有効期間は、平成 28年 4月 1日以降の指定申請に基づき指定を受けた日

から 6年です。 

 

Ｂ市の指定を受けた（当該被保険者に限り効力が及ぶ）とみなされている 

事業所が、施行後にＢ市の別の新たな被保険者が利用する場合の流れ 

① Ｂ市とＡ市の介護保険担当窓口に、相談をする。 

② 区域外利用を希望する旨の書類をＢ市長宛、提出する。 

                ↓ 

Ｂ市長とＡ市長の間で指定同意の成立 

                ↓ 

③ Ｂ市に指定申請を行う。 
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⇒ 問 15に関連し、平成 28年 4月以降に要支援から要介護に区分変更があったが、継

続して一体的に運営されている地域密着型通所介護事業所の利用を希望するケース

については、必ず、利用者ごとに市町へ相談を行ってください。 

  また、平成 28 年 4 月以降に他市の被保険者が要支援サービスを利用するケースに

ついては、要介護へ区分変更があった場合に、原則、一体的に運営されている地域密

着型通所介護事業所の利用ができない旨を説明し、利用者等の混乱を招かないように

留意してください。 

 

⇒ 問 17 に関連し、たとえばＡ市でみなし指定がされている場合であっても、新たな

Ａ市の被保険者が新規利用をする際は、必ず事前に同意に関する相談を行ってくださ

い。同意の可否は各被保険者の希望理由や状況で判断されます。 
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運営推進会議について 

 

 「運営推進会議」とは、地域密着型サービス事業者が自ら設置するもので、利用者の家

族や地域住民の代表者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの

質を確保し、地域との連携を図ること等を目的としています。 

 

１．地域密着型サービスの創設 

できる限り住み慣れた地域でその人らしい尊厳ある生活が継続できるよう支援すること
を目的とし、創設されました。  
 
【地域密着型サービスの４つのポイント】 

① 本人本位の支援 
地域密着型サービスの主人公は利用者本人です。利用者ニーズに基づいたサービス提
供。本人の思いや希望を叶える方法を考えます。 

② 継続的な支援 
２４時間３６５日、馴染みの職員による切れ目のない支援で利用者本人の暮らしを支え
ます。 
「お世話をする」のではなく、「生きることを支援する」。本人の能力に着目します。 

③ 地域で暮らし続けることの支援 
本人が培ってきた家族や地域社会との関係の継続を大切にします。 
馴染みの店、見慣れた風景、行き交う人とのふれあいなど。 

④ 地域との支えあい 

事業所も地域の一員です。地域に溶け込み、その一員としての役割を果たします。 

地域資源の力を借りたり、事業所の持つ認知症ケアの実践を地域に還元するなど。 

 

 

 

※事業所が求められる機能を果たし、地域の中で成長していくための仕組みとして、 

「運営推進会議」が義務付けられました。 

 

２．運営推進会議について 

運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が地域の一員として求められる機能を果た

し、地域の中で成長していくための仕組みとして、設置が義務付けられています。 

 

法的根拠  H18.3.14厚生労働省令第34号 

〇指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準 

【以下の規定は地域密着型通所介護事業者の場合】 

第三十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指

定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域

包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下

この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状
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況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との

連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関

する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住

する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

目 的：①地域に開かれたサービスとして、外部の要望・助言を踏まえ、質の確保・向上を図る 

②自己評価や外部評価結果の周知、目標達成計画のモニターとしての役割 

③地域や行政との連携、交流、調整、情報交換と共有、学習の場所 

④その他、活動状況の報告等 

 

構成員：利用者、利用者家族、地域住民代表（自治会長、民生委員等）、市町職員、地域包括支

援センター職員、福祉や地域密着型サービスの知見を有する人など 

 

記 録：①会議の記録を作成し、５年間保存すること 

②会議記録は、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、各事業所において公表するこ

と（事業所に掲示、ホームページに掲載するなど） 

 

サービスの種類及び開催頻度： 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護             

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

２か月に１回以上、定期的に開催(年６回以上) 

認知症対応型通所介護 

地域密着型通所介護 
６か月に１回以上、定期的に開催(年２回以上) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（介護・医療連携推進会議という。） 

６か月に１回以上、定期的に開催(年２回以上) 

※平成３０年度より回数が緩和されました 

療養通所介護 

（安全・サービス提供管理委員会という。） 
１２か月に１回以上 
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平成３０年度より、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の

観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす

場合に認めることとする開催方法の緩和がなされました。 

 

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護す

ること。 

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超え

ないこと。 

ⅳ 外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

 

・地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護・・・ⅰ～ⅱ 

・認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・・・ⅰ～ⅲ 

・小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居

宅介護・・・ⅰ～ⅳ 

 

・・・「活動状況の報告」についての例・・・  

・事業所の運営方針や特色  
・運営状況（日々の活動内容、利用者の様子、利用者数や平均要介護度の推移など）  

・自己評価、自己点検結果およびその改善措置  
・研修その他従業者の資質向上のための取り組みの状況  
・人員体制や人事異動に関すること  
・苦情、事故、ひやりはっと事例およびその対応状況や再発防止策などの取り組み  
・事業所において実施した行事その他の活動についての状況  
・地域の住民やボランティア団体等との連携・協力状況  
・地域において開催された行事や活動への参加・協力状況  
・非常災害時における消防団や地域住民との連携のための取り組み状況  
・前回の会議における要望や助言に対する対応（改善）状況  
・前回の会議において見出された課題・問題点等に対する対応（改善）状況 など  
上記はあくまで例示です。実際の報告事項については、会議開催時の事業所における課題や会議

出席者（構成員）の意見などを基に判断してください。 

  

・・・その他、会議における議題（テーマ）の例・・・ 

・地域との交流を深めるための今後の取り組みについて  
・地域における高齢者の社会参加の促進について  
・地域における高齢者を取り巻く環境・課題およびその支援活動について  
・地域の高齢者に知ってほしい（普及させたい）介護予防体操について  
・自治会や老人会、子供会等との交流やイベントの共同開催について  
・民生委員や自治会との連携による災害時要援護者の支援活動  

・生活機能の維持または向上について  
・効果的な機能訓練、レクリエーションについて など  
 

上記は基準上必須とされているものではありませんが、開催前に「次回の会議の目的」（何

のために会議を開催するのか）を考え、その目的に応じた議題（テーマ）を設定することに

より、事業所にとって運営推進会議が有意義なものとなるよう取り組んでください。 
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外部評価について 

 

 外部評価は、少なくとも年に１回以上、当該事業者が行った自己評価（自らの振り返り）結果

に基づき、当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、

利用者、市町村職員、地域住民の代表者、外部の評価機関等が第三者の観点から評価を行うこと

により、新たな課題や改善点を明らかにすること、また、評価の実施を担保する観点から、それ

らの結果を入居（申込）者及びその家族へ提供するほか、事業所内の外部の者にも確認しやすい

場所に掲示する方法やインターネットを活用する方法等により開示することとなっています。 

 

認知症対応型共同生活介護（令和３年度改正） 

今般の見直しにより、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、こ

れを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に

報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけます。これにより運営推進会議と外

部の者による評価のいずれかから、第三者評価を受けることになります。 

 

■運営推進会議を活用した評価の実施について 

・運営推進会議における評価は、自己評価で取りまとめたサービスの内容や課題等について、運営

推進会議に報告し、意見を得ること。 

・運営推進会議における評価を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービ

スや評価について知見を有し公正・中立な第三者（学識経験者等）の立場にある者の参加が必要

である。これらの者について、やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合で

あっても、 事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告する等により、一定の関与を確保

すること。 
 
■外部の者（評価機関）による評価の実施について 
・外部の者（評価機関）は、「第三者による評価」という点において、運営推進会議を活用した評価

と同様の目的を有する。  

・外部評価の結果は、評価機関より「独立行政法人 福祉医療機構」が運営する「ＷＡＭＮＥＴ（福祉・

保健・医療情報ネットワーク）」に掲載される。 

なお、外部評価実施回数の緩和については、平成３０年度より緩和を希望する事業所が自ら申請す
る方法に取扱が変更されました。緩和を受けられたい事業所は、毎年６月末までに地域密着型サービ
ス外部評価実施回数緩和申請書を事業所の存する市町へ提出してください。また、緩和の決定を受け
た事業所は、緩和決定を受けた年度とその翌年度のどちらかで外部評価を受審すればよく、事業所は
次の緩和申請については、緩和決定を受けた年の翌々年度にすればよいことになります。（大阪府ホ
ームページ参照） 
 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模

多機能型居宅介護 

■運営推進会議を活用した評価の実施について 

 認知症対応型共同生活介護を参照 

 

・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97 条第７項等に規
定する自己評価・外部評価の実施等について（平成 18 年 10 月 17 日老計発第 1017001 号） 

・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第３条の 37第１項に定
める介護・医療連携推進会議、第 85条第１項（第 182条第１項において準用する場合を含む。）
に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について（平成 27年３月 27日老振発 0327 
第４号、老老発 0327第１号） 
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大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-6663 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が

設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成

が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢を

アピールできます。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び

職員の成長を知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・

基本方針」や「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」

「人事管理の体制整備」等を周知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が
可能になる場合があります。ご不明な点については、お問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～

■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大

阪府認証）が専門的・客観的な立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する

際の情報資源となります。

■職員の意識も大きく変化し、課題・問題点など職員全体で

共有するようになりました。 【保育所】

■評価されると思うと構えてしまいますが、調査者の方はと

ても親切で親身になって話してくれました。

【特別養護老人ホーム】

■単なる指摘だけでなく、温かいアドバイスをいただき、大

変参考になりました。 【障がい者支援施設】

■利用者へのアンケート調査で、潜在的なニーズを把握でき、

受審後のサービス向上につながりました。

【通所介護事業所】
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高齢者虐待防止、身体拘束廃止について 

 

(1)高齢者虐待と身体拘束との関係 

「緊急やむを得ない場合」ではない身体拘束は高齢者虐待に該当 

「緊急やむを得ない場合」の要件 

 

切 迫 性：利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険 にさらされる可能性が著しく高いこと 

非代替性：身体拘束以外に代替する介護方法がないこと 

一 時 性：身体拘束は一時的なものであること 

３要件を同時に満たすことが必要！ 

 

(2)身体拘束がもたらす弊害  
①身体的弊害 
・関節の拘縮、筋力の低下、身体機能の低下や圧迫部位の褥創の発生  
・食欲の低下、心肺機能、感染症への抵抗力の低下  

・ベッド柵の乗り越えによる転落事故、車いすからの無理な立ち上がりによる事故等の 
発生リスク大  

②精神的弊害 

・意思に反して行動を抑制されることによる屈辱、あきらめ、 怒り等の精神的苦痛、 

尊厳の侵害  

・せん妄等認知症症状の悪化 
・家族の罪悪感、怒り、後悔等の精神的ダメージ  
・安易な拘束の常態化によるスタッフの士気 
・対応スキルの 低下、ケアの質の低下  

③社会的弊害  

・介護保険事業所、施設等に対する社会的不信、偏見 

 

施設としては身体拘束の事例はゼロでも・・・・ 

職員が身体拘束について 理解できていますか？ 
 

・緊急やむを得ない場合の身体拘束を行う手順について説明できるか 
・困難事例の相談や情報共有ができているか 
・他の職員のケアの状況を知っているか 
・研修等に参加できているか 
・利用者の人権に配慮する意識は？ 
 
「家族の意向で４点柵を行っている」 「家族が安全ベルトを希望したので実施した」 
➡ 家族の同意があっても「緊急やむを得ない場合」 の３要件、手続が必要 
 
「夜勤時に職員個人の判断で４点柵を行った」 「排泄介助が一人で行えるように両袖をく
くった」 「夜間に徘徊するので居室に鍵をかけた」 

➡ 不適切なケアは虐待に該当する側面もあり、行政への報告を行う必要がある。 
施設全体で身体的拘束の適正化に向けた対応が必要 
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身体的拘束等の適正化について 

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければ

ならない。 

 
⇒ 未実施の場合の介護報酬減額措置 

身体拘束廃止未実施減算 利用者全員所定単位数の１０／１００ 

該当サービス：認知症対応型共同生活介護  地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 
●身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

●身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹

底を図ること。 

●身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

●介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 
（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（身体拘束適正化検討委員会）を 3

か月に 1回以上開催（テレビ電話装置等を活用できる）するとともにその結果について、介

護職員その他の従業員に周知すること 

 

・委員会の構成：施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員等 

・構成メンバ―の責務、役割分担を明確にする。 

・専任の担当者を決めておくこと。 

・責任者は、ケア全般の責任者が望ましい。 

・第三者、専門家を活用すること（精神科専門医等） 

 

※ 施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化につ

いて、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業

者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要。 

 

＜具体的内容＞ 

①身体的拘束について報告するための様式を整備 

②身体的拘束の発生ごとにその状態、背景等を記録、報告 

③委員会において、報告された事例を集計分析 

（発生時の状況等の分析、発生原因、結果等をとりまとめ、事例の適正性と適正化策を検討） 

④適正化策を講じた後に、その効果の評価 

 

（２）身体的拘束適正化のための指針の整備  

＜必要項目＞  

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針  

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針  

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 
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（３）身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修 

＜内容＞ 

身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を 普及・啓発するとともに施設における

指針に基づき、適正化の徹底を行う。 

＜職員教育を組織的に徹底＞ 

・ 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催する。 

・新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施する。 

・研修の実施内容についても記録することが必要である。 

・研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 

 

 

事故の報告について 

  

介護サービス事業者は、サービス提供時に発生した事故について、その内容や対応の状

況を保険者に報告を行うことにより、事業者が保険者との連携を円滑に行い、事故に対する

適切な対応や再発防止策を講じるとともに、介護サービスの安全と質の向上を図る。 

報告先 

・利用者の保険者（３市３町介護保険担当課） 
※ 緊急性、重大性の高い事故及び利用者等との間でトラブルが発生又は恐れがあると判断されるものにつ
いては広域福祉課へも報告する 

報告すべき事故の種類 

・サービス提供中における死亡事故及び負傷等 

①死亡事故については、事故死の他、自殺も含む 

②負傷等については、骨折、出血等により縫合が必要な外傷、又はそれ以上に重篤な事故とする。 

③誤薬・誤嚥等により病院等を受診した場合。 

 ・その他サービス提供に関連して発生したと認められる事故で報告が必要と判断されるもの。 

   ①震災、風水害及び火災等の災害により、サービス提供に影響するもの。 

   ②食中毒、感染症及び結核については保健所へ届け出たもののうち、緊急性・重大性の高いもの。 

   ③職員（従業者）法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの。 

   ④その他報告が必要と判断されるもの。 

報告すべき事故の範囲 

・事業者側の過失の有無は問わない。 

・事故の程度については、入院及び医療機関で受診を要したもの（施設内の医療処置を含

む。）とするが、それ以外においても家族等との間でトラブルが生じているか、あるいは生じ

る可能性がある場合）は報告する。 

・利用者等が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のある

場合（家族等と紛争が生じる可能性のある場合）は報告する。 

・その他報告が必要と判断される場合。 

報告の時期 

事故等の発生後、速やかに提出する。なお、緊急性・重大性の高い事故については、直ちに

保険者、広域福祉課へ電話等により報告を行い、その後文書により報告を行う。 
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１）災害時情報共有システムとは

災害発生時に、介護施設・事業所等（以下、「介護施設等」という）の被災状況を介
護施設等と自治体、国（厚生労働省）の間で情報共有するためのシステムです。国を通
じて被災状況の報告を求められた際に、介護施設等のパソコンやスタッフのスマート
フォンを使って、介護施設等の被害状況を的確に、簡単に知らせることができます。
自治体・国では、介護施設等から報告された被災状況を速やかに確認・把握した上

で、必要な支援につないでいくことができます。

「災害時情報共有システム」概要と利用方法

高齢者福祉施設
など

③介護サービス情報
公表システムにログ
インし、被災状況を
登録します

①都道府県（政令
市）へ被災状況の
報告を要請

②自治体から介護施設
等あてに　被災状況
の報告を依頼

３）システムの特徴

２）災害時の利用の流れ

災害発生！

～はじまります!～

１．災害発生後、災害の規模などから必要に応じ、国(厚生労働省)が被災状況の報告を求めます。
国は自治体を通じ、介護施設等の皆さまへ報告を依頼しますが、その際、介護サービス情報公表
システムにアクセスし、被災情報の報告を行っていただきます。

※送信いただいた情報は、自治体、国（厚生労働省）でも即座に状況が確認できます。

２．被災状況報告は、複数回登録が可能です。状況変化に応じて、報告内容を随時更新できます。

介護施設・事業所向け

本件についてのお問合せは、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅Ｇまで（☎０６－６９４４－７０９５）

【このシステムでは】

④被害の変化に応じて、
一度報告した内容を手
軽に何度でも更新でき
ます！

・介護施設等の皆さんはスマートフォンや
パソコンで簡単に報告できます

・被災状況が的確に自治体に伝わります
・自治体では集計、報告等の負担が軽減さ
れます
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づき介護職員による喀痰吸引等（喀痰吸引や経

管栄養）を実施する場合には、利用者の安全のため、次の点に注意し、適切に実施

してください。 

 

１．登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者） 

 

 

 

 

（注）事業者登録申請日当日の喀痰吸引等は原則実施できません。必要な体制、書

類等を準備し、余裕をもって申請してください。 

※登録喀痰吸引等事業者・・・介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業者で、介護福祉士に

対する実地研修が実施できる事業者 

※登録特定行為事業者・・・・認定特定行為業務従事者（「認定証」を持った介護職員）

が特定行為（喀痰吸引等）を行う事業者 

 

２ 喀痰吸引等を実施できる介護職員 

 

 

  

 

（注）特別養護老人ホーム等における経過措置による認定者は胃ろうによる経管

栄養の接続、注入はできません。 

 

喀痰吸引等（特定行為）の実施に当たっては、適切な業務運営がなされるよう、

定期的（年 1 回以上）に自主点検を行い、その結果の保存をお願いします。詳しく

は大阪府のホームページを御覧ください。 

 

【高齢介護室 喀痰吸引等業務登録申請についてのお知らせ】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/tankyuin_futokutei/ 

 

                                          

《相談・受付窓口（高齢者福祉サービスに関するもの）》 

大阪府福祉部高齢介護室施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当 

☎06-6941-0351 内線 4495 

介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項 

 

◎喀痰吸引等行為を実施する場合は、事業者登録が必要です 

◎社会福祉士及び介護福祉士法に定められた要件に従って実施する必要が 

あります 

◎登録研修機関等において一定の研修を受け、都道府県による認定を受け

た職員 

◎公益財団法人社会福祉振興・試験センターで喀痰吸引等行為の登録を行

った介護福祉士 
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      介護サービス情報の公表制度について 

介護サービス情報の公表制度とは、介護サービスの利用者やその家族等が適切にサー

ビスを選択できる機会を提供するために、介護サービス事業者から報告があった事業

所・施設の情報を、国がインターネット上で提供する「介護サービス情報公表システム」

において公表する制度です。 

介護保険法第 115 条の 35 により、介護サービス事業者には報告の義務が課せられて

います。 

 

 

 

 

■ 介護サービス情報の公表対象事業者 

介護サービス情報の公表は、毎年度、大阪府が策定する計画に基づき実施されます。 

報告対象事業者は、自らの責任において適正な報告を行う必要があります。 

【報告対象事業者】 

① 計画に定める基準日前の 1 年間において、提供を行った介護サービスの対価として

支払いを受けた金額が 100万円を超える事業者 

② 新規に指定又は許可を受けて介護サービスの提供を開始する事業者 

 

■ 情報公表手数料 

１サービスにつき 2,000円の手数料が必要です。 

大阪市、堺市も同額です。（令和４年４月現在） 

 

■ 公表事務の流れ 

① ７月から 10 月にかけて順次、大阪府指定情報公表センターから報告対象事業者に、

情報を入力するために必要なＩＤ・パスワードを記載した通知文書、手数料の払込

票等を送付します。 

② 報告対象事業者は、公表システムにログインし、情報を入力し、期限までに報告を

完了します。併せて、送付された払込票により、コンビニで手数料を納付します。 

③ 指定情報公表センターでの手数料の入金及び報告内容の確認が完了すると、公表シ

ステム上で報告内容が公表されます。 

※報告対象事業者には通知文書が送付されますので、届かなかった事業者は報告する必

要はありません。ただし、指定情報公表センターに自ら申請し、手数料を納付するこ

とにより、公表システム上で介護サービス情報を公表することができます。 

ここでは大阪府の取扱いを紹介しています。 

政令指定都市（大阪市、堺市）に所在する事業所、施設については、両市が情報

公表事務の権限を有していますので、取扱いが異なることがあります。 
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詳しくは大阪府のホームページを御覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kohyo_top/index.html 

 

利用者及びその家族等 

介護サービス情報公表システム 

 
サービス事業所・施設情報の 
閲覧・比較、選択 

大阪府指定情報公表センター 
（民間事業者） 介護サービス事業者 

②情報の入力(報告) 

 

②情報公表手数料の納付 

 

公
表
手
数
料
の
払
込
み 

大阪府 

公
表
事
務
の
委
託 

①ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの発行 

③情報の確認・ 
公表 

介護サービス情報の公表の流れ 
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